
全
国
港
湾
と
港
運
同
盟
は
、
二
月
二
十
日
（
木
）
十
三
時
三
〇
分
よ
り
新
橋
の
港
運
会
館
三
階
に
お
い
て
、
二
〇
春
闘
第

一
回
中
央
港
湾
団
交
を
開
催
し
、
日
本
港
運
協
会
に
「
二
〇
二
〇
年
度
産
別
労
働
条
件
お
よ
び
産
別
協
定
の
改
定
に
関
す
る

要
求
書
」
を
提
出
す
る
と
同
時
に
、
現
在
の
国
内
情
勢
を
勘
案
し
て
出
席
人
数
を
制
限
す
る
、
異
例
の
二
〇
港
湾
産
別
春
闘

の
ス
タ
ー
ト
を
切
る
事
と
な
っ
た
。

2020年度産別労働条件および産別協定の改定に関する要求書

1．持続可能な港湾運送事業と労働環境整備の条件整備のために
（1） 認可料金制度（公的機関が担保する料金制度）の復活を展望しつつ、当面、適正料金確保のため

の施策を労使の政策として行政に求める取り組みを具体化し、実施すること。
（2） 政府（国土交通省・厚生労働省）が進める港運政策や港湾労働政策に対しては、港湾労使が共同

して対応する立場を再確認し、労使政策委員会など産別労使協議の充実・強化を図ること。なお、
産別労使の合意なき港湾関係諸政策・諸施策には反対の立場で対処すること。

2．産別制度賃金、並びに、個別賃上げについて
（1） 産別制度賃金引上げ
① 産別最低賃金の引き上げについて
イ、17年度の産別最低賃金として、17春闘時に個別労使で合意した168，920円を協定化すること。
ロ、20年度の産別最低賃金について、184，500円（日額：8020円、時間給：1，145円）とすること。

② あるべき賃金を、別表の通り改定すること。
③ 基準賃金を、全港・全職種適用とし、40歳368，900円に改定すること。
④ 検数・検定労働者の標準者賃金を、264，600円とし、これに到達すること。

なお、この賃金は基準内賃金として適用し、その定義は、検数・検定小委員会での合意内容とす
ること。

（2） 各加盟組合の基準内賃金の引き上げ要求に誠意をもって回答すること。

3．人間らしく働くための労働環境整備について
（1） 港湾産別として時間外割増率を下記の通りとして確立すること。
① 平日：早出／半夜＝60％ 平日深夜＝100％
② 土曜休日：昼間＝100％ 半夜＝125％ 深夜＝150％
③ 日曜・祝日：昼間＝200％ 半夜＝225％ 深夜＝250％

（2） 産別協定で週休二日制を2020年4月1日より全港・全職種で実施することとしていることに鑑み、
これを履行すること。

（3）16春闘協定は「62歳迄の定年延長の必要性については理解する」とし、18春闘協定は「2025年度
（25年4月1日実施）までに65歳とする」と合意している。
したがって、定年延長の社会的趨勢とテンポの速さに鑑み、2025年を待つことなく65歳定年制を

実施すること。なお、その場合の賃金の制度設計に当たっては、賃金水準の逓減を行わないこと。
（4） 産別労災企業補償制度を、下記を最低基準にして産別制度として確立すること。

（5）14春闘協定以来の関連職種の産別協定（所謂「5．9協定」）履行のための「日港協の支援策」につ
いて、2020年4月1日実施に鑑み、早急に実施すること。

（6） 産別協定の適用拡大と協定集の編纂について
① 現行の産別協定を、特定の条件（職種・港）を付記していない条項については、全港・全職種適
用と改定すること。
② 2012年以降の労使協定・確認書などについて整理し、現行の産別協定集と合体させて編纂・発刊
し、産別労使に配布する措置をとること。

4．安心・安全の港湾労働に係る課題について

（1） 頻発する自然災害に対処するために、労働者の安全を前提とした、地区（港）単位の防災マニュ
アルを作り、日常的な訓練を含め、港湾の安全に万全を期すこと。

（2） 放射線量検査、及び中古自動車（建機）輸出に係る荷役作業に従事した港湾労働者に対する内部
被爆等の健康診断を実施すること。

5．所謂「働き方改革」ヘの産別的対応について
（1） 現行産別協定「8時間拘束-7時間労働-月間時間外労働45時間」を各企業内において三六協定とし

て締結すること。
（2） 政府の進める「働き方改革」の諸法令を遵守すべく、各企業内における休日・休暇の諸協定を整

備すること。
（3） 上記（1）・（2）を完全実施できる環境が整うまでの間の措置として、労使が行政府などに働き

かけ「上記（1）・（2）等の長時間労働を抑制する労使の努力」を前提に、これを支援していく行
政の政策支援、激変緩和措置を労使の政策として取りまとめ、実現を図ること。

6．港湾の「高度化」事業、「自動化・機械化」への労使の取り組みについて
（1） 港湾への「自動化・機械化」導入など、所謂「AI ターミナル高度化事業」の課題について、労使

合意によって設置した協議会において、真摯に協議を続け、労使合意のないものについては実施し
ないこと。

（2） 上記について、立法府・行政府に対し、認可料金の復活による政策担保、事業基盤の強化施策、
交代制の導入を志向するなど総合的な観点からの具体的政策を労使で成案・要求し、実現に取り組
むこと。

（3） 船社のコンソーシアム再編、自動化・機械化の課題など港湾労働者の雇用と職域に係る事項につ
いては、「事前協議制度の厳正運用」で対応すること。

7．職場と業域の拡大・港湾労働秩序の確立について
（1） 港湾倉庫・特定港湾倉庫、並びにゲート業務の実態調査に着手し、港湾運送事業の職域拡大を図

ること。
（2） 事前協議制度の運用に当たって、施設事案に対応する際に、ユーザーに対して「港湾倉庫・特定

港湾倉庫指定」を啓蒙し、港湾運送事業・港湾労働秩序の維持に協力と理解を求め、業域と職域の
拡大に資すること。

（3） 港湾労働法の全港・全職種適用について、専門委員会協議を早急に行い、行政府に具体化を求め
て、労使が提言していく取り組みへと前進を図ること。

（4） 港湾労働秩序の確立の諸課題について
① 港湾労働法適用港において、労働者証の意義を重視し、その実効性を高めるためにワッペン貼付
を取り組んできたが、これを適用港すべてで実施するために、厚生労働省は、関係地区労使にこの
取り組み促進を要請する動きを始めている。したがって、日港協として、これを真摯に受け止め、
具体化すること。
② 常用港湾労働者派遣制度の積極的活用と運用で「日雇い労働」をなくす取り組みを進めること。
そのための、方策を労使専門委員会において具体化すること。

8．東京オリンピック・パラリンピック対策について
（1）「祭典」に名を借りた港湾運送事業と港湾労働へのしわ寄せを許さないために、中央においては、

この課題に特化した対策会議を設置し、情報収集とともに必要な対策を講じること。
（2） 当該地区労使、関係地区労使と連携し、港湾労働者、港湾運送事業者に犠牲を転嫁するような施

策には反対し、必要なら「事業と就労の補償」等の対策を、国・都・五輪組織委員会など関係者に
求めること。

以 上

団
交
開
催
に
先
立
ち
日
本
港

運
協
会
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
肺
炎
感
染
の
国
内
対
応
情

勢
を
理
由
に
、
団
交
延
期
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申
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入
れ
て
き
た
。

労
側
は
協
議
の
結
果
、
二
〇

春
闘
要
求
の
趣
旨
説
明
が
中
心

で
あ
り
、
出
席
人
数
を
制
限
し

た
開
催
を
申
入
れ
、
労
使
双
方

と
も
出
席
人
数
を
縮
小
し
て
の

団
交
と
な
っ
た
。

団
交
の
冒
頭
業
側
は
「
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
肺
炎

が
国
内
で
広
が
っ
て
い
る
状
況

を
受
け
、
国
内
感
染
が
新
た
な

局
面
に
入
っ
た
と
の
認
識
が
示

さ
れ
た
。
延
期
も
含
め
検
討
の

結
果
、
感
染
拡
大
リ
ス
ク
を
極

力
回
避
す
る
べ
く
、
こ
の
様
な

開
催
と
な
っ
た
。
組
合
側
の
迅

速
な
対
応
を
感
謝
す
る
」
等
と

述
べ
た
。

糸
谷
委
員
長
は
「
非
常
時
と

い
う
状
況
は
我
々
も
理
解
し
て

い
る
が
、
延
期
は
避
け
て
い
た

だ
き
た
い
。
要
求
は
、
昨
年
ま

で
の
宿
題
で
残
っ
て
い
る
課
題

で
あ
り
、
ふ
く
ら
ま
ざ
る
を
得

な
い
。
で
き
得
れ
ば
二
回
三
回

と
重
ね
る
よ
り
は
、
三
月
い
っ

ぱ
い
で
片
が
付
く
回
答
を
願

う
」
等
と
述
べ
た
。

玉
田
書
記
長
の
要
求
趣
旨
説

明
で
は
「
異
例
の
団
交
と
な
っ

た
。
各
地
区
代
表
全
員
が
参
加

さ
れ
て
い
る
状
況
で
は
な
い
事

で
も
あ
り
、
要
求
趣
旨
説
明
書

を
提
出
し
た
。
そ
の
意
味
で
も

団
体
交
渉
を
参
加
さ
れ
た
と
同

じ
よ
う
な
も
の
に
し
た
い
」
等

と
述
べ
、
要
求
趣
旨
の
重
点
説

明
を
行
っ
た
。

そ
の
後
の
組
合
側
の
主
張
や

意
見
で
は
、
①
各
単
組
の
賃
上

げ
で
各
地
区
港
湾
と
と
も
に
各

関
係
元
請
等
の
要
請
行
動
を
行

う
準
備
を
し
て
い
る
。
②
今
年

か
ら
関
連
業
種
に
お
け
る
5
・

9
協
定
の
実
施
に
つ
い
て
協
力

を
お
願
い
す
る
。

業
側
か
ら
の
意
見
で
は
、
①

要
求
書
の
3
．「
人
間
ら
し
く
」

と
は
、
港
湾
の
労
働
環
境
が
世

間
一
般
に
、
い
ま
だ
に
厳
し
い

と
の
意
味
に
と
ら
れ
か
ね
な
い

の
で
は
な
い
か
。
②
東
京
港
で

の
オ
リ
・
パ
ラ
の
開
催
に
よ
る

貨
物
へ
の
影
響
は
、
む
し
ろ
開

催
後
と
み
て
い
る
。
貨
物
の
減

少
が
あ
れ
ば
、
港
運
事
業
者
で

一
丸
と
な
り
乗
り
切
っ
て
い
き

た
い
。

そ
れ
に
対
し
組
合
側
は
、
デ

ィ
ー
セ
ン
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
言

葉
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
、
こ
れ
は
「
価
値
あ
る
仕

事
」
と
い
う
意
味
と
同
時
に

「
人
間
ら
し
い
仕
事
」
の
意
味

も
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
理
解
し

受
け
止
め
ら
れ
た
い
と
し
た
。

業
側
か
ら
次
回
団
交
を
三
月

十
二
日
の
十
四
時
三
十
分
か
ら

の
開
催
の
提
案
が
あ
り
、
組
合

側
は
こ
れ
を
了
承
し
た
も
の

の
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
の
状
況
の
変
化
に
応
じ
対
応

す
る
事
、
事
務
局
間
で
調
整
し

て
い
く
事
を
確
認
し
て
終
了
し

た
。
（
十
四
時
三
十
分
終
了
）

も
う
す
ぐ
桜

が
咲
く
季
節
。

今
年
は
暖
冬
傾

向
で
開
花
が
早

そ
う
だ
が
、
桜

と
言
え
ば
、
国

会
で
話
題
と
な

っ
て
い
る
『
桜
を
見
る
会
』
の

追
求
。
世
論
調
査
で
は
、
約
八

割
が
安
倍
首
相
や
菅
官
房
長
官

の
説
明
に
納
得
し
て
い
な
い
。

き
っ
ち
り
と
し
た
説
明
が
な
い

限
り
、
野
党
の
追
及
は
終
わ
ら

な
い
。
二
〇
一
三
〜
一
七
年
度

分
の
招
待
者
名
簿
に
つ
い
て
、

菅
氏
は
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
へ

の
未
記
載
を
違
法
と
認
め
た
。

そ
う
ま
で
し
て
隠
す
の
は
何
故

か
、
疑
惑
は
深
ま
る
ば
か
り
だ

▼
嘘
や
ご
ま
か
し
、
文
書
の
廃

棄
・
隠
ぺ
い
…
そ
ん
な
事
が
ま

か
り
通
る
状
況
で
ま
と
も
な
政

策
議
論
が
で
き
る
と
は
思
え
な

い
。
安
倍
政
権
が
真
実
を
明
ら

か
に
せ
ず
、
逃
げ
て
ば
か
り
い

る
か
ら
政
策
論
議
の
時
間
が
無

く
な
る
。
招
待
者
名
簿
の
存
在

を
再
調
査
し
、
公
表
す
れ
ば
い

い
だ
け
だ
▼
名
簿
は
廃
棄
し
た

と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と

自
体
、
事
実
な
の
か
ど
う
か
を

含
め
て
調
査
が
必
要
だ
。
招
待

者
を
選
ぶ
際
に
、
前
年
の
名
簿

は
不
可
欠
な
は
ず
。
ど
こ
か
に

保
管
し
て
い
る
と
考
え
た
方
が

自
然
だ
と
思
う
。
で
は
、
な
ぜ

そ
こ
ま
で
し
て
隠
ぺ
い
し
よ
う

と
す
る
の
か
。
名
簿
の
公
表
は

安
倍
首
相
に
と
っ
て
都
合
が
悪

い
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
支
持

者
へ
の
供
応
だ
け
で
は
な
く
、

『
反
社
』
と
呼
ば
れ
る
人
々
と

の
付
き
合
い
ま
で
明
る
み
に
出

る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
か
ら
で

は
な
い
の
か
と
考
え
ざ
る
を
得

な
い
。
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